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タイヤショップ  VORTEX ヴォルテックス

ミシュランスタッドレスタイヤ
お買い上げの方にもれなく
アイススクレーパー
プレゼント！！ガス暖房で足元からぽっかぽか

冬はしっかりガスで節電！
お 得 な 料 金 メ ニ ュ ー を 是 非 ！

私 た ち に お 気 軽 に ご 相 談 下 さ い ！

会期／2014年11月21日（金）～11月27日（木） 
　　　AM10：00 ～PM6：00（最終日PM4：00にて閉場） 
会場／ぎゃらりぃぜん（銀座通り）

青瓷×日本画 伊東祐一・伊東啓子 二人展
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 栃木市長 鈴木俊美

　市民の皆さん、こんにちは。
今回は平成25年度の決算についてお話しします。
　栃木市（旧岩舟町及び栃木地区広域行政事務組
合は除く）の「一般会計」と「特別会計」を合わせ
た歳入総額は約939億2,200万円、歳出総額は約
892億6,300万円となり、その差額（形式収支額）
は約46億5,900万円の黒字でした。そのうち、皆
さんの生活にかかわりの深い一般会計の形式収支
額は、約40億2,300万円であり、ここから翌年度
で支払わなければならない繰越財源約3億3,500万
円を差し引いた額（実質収支額）は、約36億8,800
万円と前年度に引き続き黒字を確保しました。この
黒字分は翌年度へ繰り越すほか、一部は基金とし
て積み立てをします。

　一般会計の歳入総額は、約603億1,400万円で、
前年度比約36億7,000万円、6.5％の増となりました。
歳入で最も多いのは市税ですが、個人所得及び法
人所得の増加などにより、前年度と比較して約6億

9,400万円の増になりました。
また、歳出総額は、約562億
9,100万円で、前年度比約28
億6,400万円、5.4％の増とな
りました。歳出で最も多いのは、社会保障関係経
費である子育て支援や生活保護費などに使われる
民生費で、障がい者自立支援事業やこども医療費
助成事業の増などにより、前年度と比較して約2億
6,700万円、1.7％の増となっており、一般会計全体
に占める割合は、28.5%となりました。

　合併後４年が経過し、市ではこのように健全な財
政運営を維持する中で、さまざまな施策を積極的
に推進し、市政発展と市民福祉の向上に努めてい
ます。
　しかし、市の財政状況は地方交付税の減少や社
会保障関係経費の増大など、厳しさを増していくこ
とが見込まれます。今後、国県補助金の積極的な
導入による財源確保に努めるとともに、経常的経
費の節減や事業の見直し、峻別による歳出の適正
化を図り、将来においても安心・安全で快適に暮
らせるまちづくりに努めてまいります。
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典
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去
る
４
月
５
日
、
栃
木
市
と

岩
舟
町
は
合
併
し
、
新
し
い
栃

木
市
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
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れ
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し
、
左
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に
よ
り
、
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岩
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催
し
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式
典
会

場
に
は
ど
な
た
で
も
入
場
で
き

ま
す
。
但
し
、
来
場
者
多
数
の

場
合
、
客
席
数
の
関
係
上
、
入

場
を
制
限
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
予
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

◆
日
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11
月
13
日
（
木
） 　
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時
開
場　

13
時
30
分
開
式

　

市
で
は
、
自
治
会
等
が
開
催

す
る
敬
老
会
に
対
し
、
そ
の
経

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
敬

老
会
を
開
催
し
た
自
治
会
等

で
、
補
助
金
の
申
請
が
ま
だ
の

場
合
は
、
至
急
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
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請
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・
所
定
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に
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入
の
上
、
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総
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。
用
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は
高
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健
康
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祉
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栃木ケーブルテレビで市長通信を放映しています。

栃
木
市
敬
老
会
事
業
補
助
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・

納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

平成 25 年度決算について

　

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
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険
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（
全
額
免
除
・
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免
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・
法

　

厚
生
労
働
省
で
は
、「
国
民

お
一
人
お
一
人
、「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」等
を
活
用
し
な
が
ら
、

高
齢
期
の
生
活
設
計
に
思
い
を

巡
ら
し
て
い
た
だ
く
日
」
と
し

て
、
11
月
30
日
を「
年
金
の
日
」

と
し
ま
し
た
。
こ
の
機
会
に｢

１１
（
い
い
）月
３０
（
み
ら
い
）日
は

「
年
金
の
日
」
で
す

ね
ん
き
ん
定
期
便｣

や
「
ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
、
ご
自
身
の

年
金
記
録
と
受
給
見
込
額
を
確

認
し
、
未
来
の
生
活
設
計
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
利

用
す
る
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身

の
年
金
記
録
を
確
認
で
き
る
ほ

か
、
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額

に
つ
い
て
、
ご
自
身
の
年
金
記

録
を
基
に
様
々
な
パ
タ
ー
ン
の

試
算
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に

つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る

か
、
左
記
に
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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本本

10月１日から、水痘と高齢者用肺炎球菌の予防接種が変わりました

本
藤
西

大
都
岩

健康増進課　☎（25）3511　　 　健康福祉課　☎（45）1788
健康福祉課　☎（62）0904　　 　健康福祉課　☎（29）1103
健康福祉課　☎（92）0311　　 　健康福祉課　☎（55）7781

◎水痘（みずぼうそう）～１０月１日から定期接種になりました。

◎高齢者用肺炎球菌

　生後 12月から生後 36月に至るまでの間にあるお子さん（水
痘にかかったことのあるお子さんは対象外。また、水痘ワクチ
ンを接種したことがある場合は、残りの回数を接種できます。）
※経過措置として、生後 36月から生後 60月に至るまでのお子
さんも、平成27年3月31日まで１回接種できます。対象者には、
10月初めに通知を送付しました。

　10月1日から定期接種となり、対象者は 65歳から5歳刻みの年
齢の方になりました。また、市独自の事業として、65歳以上で定期
対象外の年齢の方も、同じように接種できます。

　生活保護世帯に属する方については、接種後に申請することで、
自己負担額分の助成を受けることができます。

※市内在住の 60 歳以上 65 歳未満の方でも、心臓・腎臓・呼吸
　器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障
　がいを有する方、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
　日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方は、希望に
　より接種できます（参考：身体障害者手帳１級程度の方）。

【県内他市町の医療機関にて接種をご希望の場合】
　何らかの理由で県内他市町の医療機関にて接種を希望される場
合は、定期接種の県内相互乗り入れ事業の対象となるか確認が必
要です。事前に問合先まで連絡ください。

対
象
者

　市内在住の昭和 25 年 4 月 1日以前生まれの方で、今まで
に高齢者用肺炎球菌予防接種を受けていない方　
対象者にはお知らせハガキを送付しましたが、事前に予診票
の発行が必要です。問合先まで連絡ください。

対
象
者

接種回数

場　　所

2 回（経過措置対象者は１回）

接種回数 生涯1回

費用軽減に関して

自己負担額 2,500 円

市内協力医療機関
※ 予約が必要です。

料　　金 無料

持  ち  物 母子健康手帳、予診票（記入して持参ください）
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本大藤都西岩

定
免
除
）、
若
年
者
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け

た
期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料

を
全
額
納
め
た
方
と
比
べ
、
老

齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け

ら
れ
る
年
金
）
の
受
け
取
り
額

が
少
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
期
間
の
保
険
料
は
、
将
来
受

け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
額

す
る
た
め
に
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
遡
っ
て
古
い
月
分
か
ら
納

め
る（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起

算
し
て
3
年
度
目
以
降
の
追
納

の
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に

一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ

ま
す
。

・
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、

残
り
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
が

納
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
追
納

は
で
き
ま
せ
ん
。

・「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生

納
付
特
例
期
間
」
が
「
法
定
免

除
・
申
請
免
除
期
間
」
よ
り
古

い
（
先
に
経
過
し
た
）
月
分
で

あ
る
場
合
は
、「
若
年
者
納
付

猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期
間
」

が
優
先
し
ま
す
。

・「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が
「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生

納
付
特
例
期
間
」
よ
り
先
に
経

過
し
た
月
分
で
あ
る
場
合
は
、

ど
ち
ら
を
優
先
し
て
納
め
る
か

本
人
が
選
択
で
き
ま
す
。

・「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生

納
付
特
例
期
間
」
の
中
で
は
、

先
に
経
過
し
た
月
分
か
ら
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

の
中
で
は
、
先
に
経
過
し
た
月
分

か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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